
特定非営利活動法人 国際自然大学校 定款（一部抜粋） 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人 国際自然大学校という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都狛江市岩戸北 4丁目 17番 11 号に置く。 

２ この法人は、 前項の他、 従たる事務所を山梨県北巨摩郡長坂町塚川字勝見 2564 番 1に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は大人から子供まで幅広い年齢層を対象に、 国内及び国外における自然体験活 

動、野外教育、環境教育、冒険教育、（以下「自然体験活動等」という）などの広く自然の 

中での体験教育活動に関する事業及び、これらの専門的な指導者の育成を行うと共に、自然 

体験活動等に関する情報の提供、調査研究、プログラムの開発、政策提言を通して自然体験 

活動等の普及及び振興に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1）子どもの健全育成を図る活動 

(2）社会教育の推進を図る活動 

(3）まちづくりの推進を図る活動 

(4）環境の保全を図る活動 

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（1）特定非営利活動に係る事業 

①自然体験活動、野外教育、環境教育、冒険教育に関する事業 

②自然体験活動等の指導者の育成事業 

③自然体験活動等に関する情報提供事業 

④自然体験活動等に関する調査研究事業 

⑤自然体験活動等に関する政策提言活動 

⑥自然体験活動等に関する受託事業 

（2）収益事業 

①自然体験活動等の調査研究に関する書籍の卸・販売事業 

②自然体験活動等の教材の卸・販売事業 

③自然体験活動等の指導者の派遣事業 

④自然体験活動等に関するコンサルティング事業 

⑤自然体験活動等に関する施設の管理及び運営


